
北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書  
 
平成１４年、北朝鮮は日本人拉致の事実を認め、５人の被害者

が帰国しました。しかし、５人の被害者の帰国以降、拉致問題の

解決に向けた進展はまったく見られません。政府は現在、１７人

を北朝鮮による拉致被害者として認定していますが、それ以外に

も、特定失踪者を含む多くの未認定被害者が確実に存在すると思

われます。  
北朝鮮の地で、わが国からの救いの手を待っている被害者の苦

しみと、日本の地で帰りを待つご家族の苦痛は、癒えることなく

１０年を経過した今も続いています。  
平成１８年以降、政府は内閣総理大臣を本部長とする拉致問題

対策本部を設置し、拉致問題担当大臣を任命して被害者の救出に

取り組んでいますが、いまだ具体的成果を上げることができてい

ません。  
日本人拉致問題は重大な主権侵害であり、かつ許し難い人権侵

害であることは言うまでもありません。  
よって、台東区議会は、国に対し、日本人拉致問題の早期解決

に全力で取り組み、すべての拉致被害者を早急に救出するよう強

く要望いたします。  
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたしま

す。  
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